令和８年度さわやか相談員募集要項

１　募集職種　教育相談等充実のための会計年度任用職員（教育支援補助員）

２　職務内容　市内各中学校の「さわやか相談室」における、中学校区の児童生徒
等への相談業務
（主な職務）
　　　　　　　・児童生徒との相談及び指導・援助に関すること
　　　　　　　・学級担任、養護教諭等との連携に関すること
           　 ・学校・家庭・地域社会との連携に関すること
　　　　　　　・その他、いじめや不登校等の対応に関すること

３　募集人員　１名（予定）

４　応募資格　学校教育に理解があり、子供の悩みについて相談に応じることので
きる知識や経験を有する方

５　任用期間　令和８年４月１日から令和８年７月７日までの期間
　　　　　　　※なお、育児休業等を取得する職員の代替となるため、任用期間は産前・産後休暇、育児休業等に応じたものとなり、その期間が変更となった場合は、任用期間が延長となる。

６　応募方法　本人が応募書類を戸田市立教育センターに直接持参する。
　　　　　　　※持参できない場合は電話連絡を入れた上で郵送する。

７　提出書類  ・履歴書　１部
（厚生労働省履歴書様式例のもの、または戸田市教育委員会のホー
ムページからダウンロードしたものに最近３か月以内の写真を貼
付したもの
　　　　　　　・さわやか相談員志願書　１部
　　　　　　　（戸田市教育委員会のホームページからダウンロードしたもの）
　　　　　　　・面接日通知用封筒
（１１０円切手を貼付し、自宅住所・氏名を記載）１通
・選考結果用封筒
　　　　　　　（１１０円切手を貼付し、自宅住所・氏名を記載）１通
　　　　　　　※履歴書及び志願書のダウンロード先
　　　　　　　　（戸田市教育委員会のホームページ）→「（戸田市教育委員会）→（さわやか相談員の募集について）→（履歴書・志願書）」

８　募集締切　募集人員に達し次第締切

９　選考方法　書類及び面接によって選考する。
なお、面接の日時は、後日郵送で通知する。

10　結果通知　郵送により通知する。

11　勤務条件　勤務時間　原則月曜日から金曜日の週４日以内
１日につき６時間、年４６日間
　　　　　　　休　　日　土曜日、日曜日及び祝日。ただし、土曜日及び日曜日に
　　　　　　　　　　　　学校行事等が設定された場合には、勤務日の振替により
　　　　　　　　　　　　勤務を行う場合がある。
　　　　　　　休　　暇　特別休暇等
　　　　　　　　　　　　※令和8年10月1日以降も引き続き任用される場合は有給休暇の付与あり。

給　　与　時間給１，５７０円（予定）
　　　　　　　　　　　　規定により交通費の支給あり。
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　加入保険　労災保険

12　備　　考　・勤務校は、戸田市教育委員会が指定する戸田市内中学校とする。
　　　　　　　・応募書類が不備なものは受け付けない。また、一度提出された書
類は返却しない。
　　　　　　　・選考結果に関する問い合わせには応じられない。

13　問 合 せ　〒335-0022　戸田市上戸田１丁目１９番１４号
               戸田市教育委員会教育政策室（教育センター）048-434-5660

